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はじめに 

 

 鈴鹿市の救急件数は年々増加しており、６５歳以上の高齢者の搬送が増えてい

ます。 

 それに伴い、高齢者福祉施設等（以下「施設」といいます。）からの救急要請

も増加しており、施設内での急病や転倒事故等に起因したケガ等での救急要請

が多く見受けられます。 

 高齢者の方は、少しの病気やケガ等で重症化する場合があります。 

 そこでもしもの時に、施設、救急隊、医療機関の円滑な連携が図れるように、

「高齢者福祉施設等における救急ハンドブック」を作成しました。 

 いざという時に備え、平時から緊急時の対応について、施設職員，救急隊員、

医療機関職員が理解を深め、より円滑な救急対応を行えるように、このハンドブ

ックをご活用していただければと思います。 

 

 

 

～ 目 次 ～ 

 

Ｐ１   はじめに・目次 

Ｐ２   日頃からできる施設内での予防救急 

Ｐ３   かかりつけ医や協力病院との連絡体制の構築 

Ｐ４   救急車の適正利用にご協力ください 

Ｐ５   全国版救急受診アプリ「Ｑ助」 

Ｐ６   施設内での緊急時の対応手順 

Ｐ７   救急要請時対応ガイド 

Ｐ８   １１９番の通報要領 

Ｐ９   ＤＮＡＲとは 

Ｐ１０  心肺蘇生と AEDの使用方法・救急蘇生法のご案内 

 

付録   「情報提供シート」 

      「情報提供シート」記入例 

       救急ハンドブック Ｑ＆Ａ 
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日頃からできる施設内での予防救急 

 

 救急車が必要な病気やケガ等を、ほんの少しの注意や心がけで防ぐ取り組みを

「予防救急」といいます。 

 日常生活の中から、事故等を起こさない環境を作り、救急車を呼ぶような病気

や事故等にならないよう心がけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険な場所 
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かかりつけ医や協力病院との連絡体制の構築 

 

 日頃から、かかりつけ医や協力病院との連携を密にし、健康管理だけではなく、

容体変化したときに相談・受診できる体制を作りましょう。 

 また、症状が悪化する前に受診するなど、早めの対応をお願いします。 
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救急車の適正利用にご協力ください 

 

 近年、救急車の出動件数・搬送人員が増加し、救急出動が重なった場合、救急

車の到着が遅れてしまい、本当に救急車を必要としている傷病者の方への処置

が遅れ、救える命が救えなくなるおそれがあります。 

救急車や救急医療は限りある資源です。緊急性がなく、救急車以外で対応でき

る場合は、自家用車や施設の車、患者等搬送事業者を利用していただくなどご協

力をお願いします。 

鈴鹿市消防本部では、安心・安全にご利用していただくために、一定要件を満

たした事業者を、患者等搬送事業者として認定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎鈴鹿市消防本部認定の患者等搬送事業者一覧        

（２０１９年３月１日現在） 

搬 送 事 業 者 名 住  所 電 話 番 号 

富鹿包装有限会社（和福祉タクシー） 北堀江二丁目６番 21号 0800-200-5-753 

ケアータクシー ありがとう 稲生塩屋三丁目 15番 33号 0120-927-167 

（１）利用料金は、各事業者にお問い合わせください。 

（２）利用する場合は、直接各事業者まで電話をして下さい。 

 

 

 

 



5 

全国版救急受診アプリ「Ｑ助」 
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施設内での緊急時の対応手順 

【施設内での緊急時の対応手順を、事前に記載していただけたらと思います】 

 

緊急事態発生 
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救急要請時対応ガイド 

 

緊急事態発生 

   □緊急事態の発生を施設内に知らせ、職員を集めましょう 

   □集まった職員へ役割分担を指示してください。 

    ・１１９番通報をする人 

    ・救急蘇生法（心肺蘇生等）をする人 

    ・救急隊（消防隊）を誘導する人 

      ※玄関等の鍵を開けてください 

    ・かかりつけ医や協力病院へ連絡をする人 

    ・家族等へ連絡をする人 

   □情報提供シートの準備をしてください 

１１９番通報 ※Ｐ８の「１１９番通報要領」を参考にして下さい 

   □住所・施設名・電話番号 

   □いつ？ だれが？ どこで？ どうした？ 

   □傷病者の今の状況（反応・呼吸はあるか） 

   □今、実施している救急蘇生法（心肺蘇生やＡＥＤの使用等） 

応急手当の実施 

   □すみやかに救急蘇生法（心肺蘇生等）をおこなってください 

   □救急隊（消防隊）が到着し、交代するまで継続してください 

   □１１９番通報時には、救急蘇生法について指示します（口頭指導） 

救急隊到着 

   □玄関等の鍵を開けてください 

   □傷病者の状況を伝えてください 

   □情報提供シートを救急隊へ手渡してください 

   □現場（傷病者の所）まで案内してください 

病院へ搬送 

   □施設職員へ救急車同乗の協力依頼をします 

同乗の協力をいただければ医療機関への申し送りが必要です 

    看護記録・介護記録・カルテ等を持参してください 
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１１９番の通報要領
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ＤＮＡＲとは 

（Do Not Attempt Resuscitation ⇒ 蘇生を試みないで） 

 

人生の最終段階にある傷病者が、治療方針について自分で判断できなくなっ

た場合に備えて、どのような治療を受けたいか、あるいは受けたくないかといっ

たことがらをあらかじめ書面等で示しておく取り組みが広がっています。その

書面は、リビングウィル（生前意思）、事前指示書等と呼ばれています。 

傷病者または傷病者の利益にかかわる代理者（家族等）の意思を踏まえ、かか

りつけ医により、傷病者にとって最善の医療を行うために形成された合意の結

果として、「心肺蘇生等を受けない」ことについて事前指示書等の書面がある場

合は、傷病者の意思がより尊重される必要があります。それらについては、傷病

者ないし代理者へのインフォームドコンセント（説明と同意）と社会的な傷病者

の医療拒否権の保障が前提となります。ただし、外傷等の外因による心肺停止が

疑われる場合や、心肺停止の状況がかかりつけ医の想定した範囲を逸脱する場

合は心肺蘇生等を行う必要があると考えられます。 

これらの取り組みを背景にすれば、人生の最終段階にある傷病者が心肺蘇生

等を希望していない場合は、傷病者の意思を尊重し１１９番通報しないのが望

ましいです。しかしながらそのような傷病者の心肺停止状態に対して１１９番

通報がなされることがあります。このような場合、救急隊は傷病者の救命を優先

して心肺蘇生等をまずは開始するのが業務となります。 

 

（１）傷病者や家族からＤＮＡＲの意思表示（書面等）がある場合は、あらかじ 

めかかりつけ医や協力病院に急変時の対応について事前に相談しておいて 

ください。 

 

（２）情報提供シートのＤＮＡＲ（蘇生を試みないで）の意思表示はあります 

か？の欄では、原則、傷病者本人+家族+かかりつけ医との話し合いにより決 

定している場合のみ「有」としてください。 

確認日の記入も忘れずにお願いいたします。 

 

（３）ＤＮＡＲの意思表示があった場合で、１１９番通報を行うと、救急隊は応 

急処置を何もせずに医療機関へ搬送をすることはできません。 

  心肺蘇生等の応急処置や救急救命処置を実施することが、救急隊の業務と 

  されていますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 



10 

心肺蘇生と AED の使用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

覚えよう救急蘇生法 

消防署では、一次救命処置（心肺蘇生と AED等）、ファーストエイドの方

法を習得してもらうため、市民及び事業所等を対象として救急蘇生法の講習

会を行っています。また、毎月第１日曜日には普通救命講習（3 時間）を、

2 月・5 月・10 月の第３日曜日には上級救命講習（8 時間）を１人からで

も受け付けておりますので、下記の問い合わせ先にご連絡ください。 

問い合わせ先・・・鈴鹿市中央消防署 救急グループ TEL：３８２－９１６５ 

参考図 
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